
 

市立動物園における次期指定管理者の選定方法等について 

 市立動物園については、現在、指定管理者制度（第２期）により運営をしています。 

 平成 28 年度から開始される第３期指定管理者の選定方法について、飼育技術の専門性や人

材育成の観点等から、管理者を非公募とし、期間を 10 年とする方向で進めたいと考えており、 

今後、第４回市会定例会で、横浜市動物園条例を改正することについて、議論いただく予定で

すので御報告します。 

 

１ 管理運営の経緯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 第３期の選定方法の考え方 

（1）非公募の考え方 

 

 

 

 

 

 

（2）指定期間 10 年の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

①飼育技術の専門性 

②飼育の継続性・安定性 

③横浜市動物園施策への協力 

④国内外の動物園等との動物交換や 

  繁殖契約を行うための信頼関係 

⑤公益的な運営（環境教育・調査研究） 

①飼育技術の蓄積と動物の繁殖 

②専門技術を担う人材の育成と雇用の安定 

③長期的視点での計画と運営 

横浜市指定管理者制度 
運用ガイドラインの考え方 

 本市の指定管理者の選定にあたって
は、原則公募としています。 
 ただし、極めて高度の専門性を要する
場合等については、「非公募」による選
定とすることも可能とされています。 

 本市の指定管理の指定期間について
は、 5年を標準としています。 
 ただし、指定管理者の変更等の頻繁な
実施が、施設の設置目的の達成に重大な
影響を与えることが明白である場合等
については、最長 10 年間が認められて
います。 

 ※ 常に運営改善を促す取組 
    指定期間が10年であっても、モニタリングや事業評価等により、不断の市民サービスの向上や

効率的な管理運営を促してまいります。 
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 第 １ 期 　 指 定 管 理
< 公 募 ・ ５ 年 > （ 横 浜 市 緑 の 協 会 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    ＜ 非 公 募 ・ ３ 年 ＞ （ 横 浜 市 緑 の 協 会 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      【 非 公 募 の 理 由 】 ・ ３ 動 物 園 の 一 元 管 理

        第 ２ 期 　 指 定 管 理
        ＜ 非 公 募 ・ ５ 年 ＞ （横 浜 市 緑 の 協 会 ）

直 営 直 営

        第 ３ 期   指 定 管 理
　            ● 今 回 ( 案 ) 　 ＜ 非 公 募 ・ １ ０ 年 ＞

業 務 委 託
（ 横 浜 市 緑 の 協 会 ）

開 園

【 非 公 募 の 理 由 】 ・ 飼 育 技 術 の 専 門 性
・飼 育 の 継 続 性 ･安 定 性
・横 浜 市 動 物 園 施 策 へ の 協 力

温暖化対策･環境創造
・資源循環委員会
平 成 25年 9月 19日
環境創造局説明資料



３ 今後の予定 

(1) 動物園条例の改正 

   横浜市動物園条例では指定管理者の指定について、特別な事情がある場合を除き公募と

していますが、本市動物園の特性や指定管理者の実績の評価・検証に基づき、選定方法 

（公募・非公募）を決定できるよう、条例の改正を検討します。 

 

(2) スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

◆運営体制についての外部有識者の意見 

 ○横浜市立動物園のあり方懇談会（平成 16～17 年度） 

  ・横浜市の３園体制（規模、数、立地）は、都市格に見合っている。 

・３園の業務連携のため直営を廃止、運営の一元化 

○横浜市立動物園にふさわしい運営体制検討会（平成 23～24 年度） 

・専門技術の蓄積と人材育成の継続、雇用の安定が重要 

・長期的視野での運営が必要 

★ 第 ４回市会 （条例改正の審議 ）

○ 応 募要項公表

●選定委員会

　　 （指 定管理候補者の選定等 ）

★ 市 会

（指定管理候補者の審議 ）

2 8年 度2 7年 度2 5年 度 2 6年 度

・指 定 管 理料積算
・応 募要項作成

第３期  指 定管理


